
　ＪＡバンクは全国に民間最大級の店舗網を展開しているＪＡバンク会員（ＪＡ・信連・農林中金）で構成す
るグループの名称です。ＪＡバンクはグループ全体のネットワークと総合力で、地域の皆様に、より身近で便利、
そして安心なメインバンクとなることを目指しています。

　組合員・利用者から一層信頼され利用される信用事業を確立するために、「再編強化法（農林中央金庫及び
特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律）」に則り、ＪＡバンク会員（ＪＡ・信連・
農林中金）総意のもと「ＪＡバンク基本方針」に基づき、ＪＡ・信連・農林中金が一体的に取り組む仕組み
を「ＪＡバンクシステム」といいます。
 　「ＪＡバンクシステム」は、ＪＡバンクの信頼性を確保する「破綻未然防止システム」と、スケールメリット
ときめ細かい顧客接点を生かした金融サービス提供の充実・強化を目指す「一体的事業運営」の２つの柱で成
り立っています。

　ＪＡバンクでは、「破綻未然防止システム」と「貯金保険制度」により「ＪＡバンク・セーフティーネット」
を構築しています。これにより、組合員・利用者の皆さまにより一層の安心を届けています。

○ 破綻未然防止システムの機能
　ＪＡバンクの健全性を確保し、ＪＡ等の経営破綻を未然に防止するためのＪＡバンク独自の制度です。具体的に
は、（１）個々のＪＡ等の経営状況についてチェック（モニタリング）を行い、問題点を早期に発見、（２）経営破綻に
至らないよう、早め早めに経営改善等を実施、（３）全国のＪＡバンクが拠出した「ＪＡバンク支援基金※」等を活用
し、個々のＪＡの経営健全性維持のために必要な資本注入などの支援を行います。
　※2020年3月末における残高は1,659億円となっています。

○貯金保険制度
　貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金などの払い戻しができなくなった場合などに、貯金者を保護し、
また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度で、銀行・信金・信組・
労金などが加入する「預金保険制度」と同様な制度です。

　ＪＡバンク全体の信頼性を確保するため、本方針を遵守しない会員に対し、農林中金は遵守の勧告・ペ
ナルティー措置の発動に関する警告を行い、これを経てなお改善が認められない場合は、ＪＡバンク会員
からの強制脱退措置を講じるものとする。

基本方針等を遵守しない会員に対する措置（ペナルティー）

　本方針の内容・基準については、金融情勢の変化、ＪＡバンク会員の経営状況等を踏まえ、ＪＡバンクシ
ステムの十分な信頼性を確保する観点から、毎年検証を行い、必要に応じて変更を行う。

基準等の変更

1． ＪＡバンクの一体的な事業運営
2． ＪＡバンク全体の安全・効率運用の確保
3． 経営状況の報告等
4． 資金運用制限ルールの遵守
5． 経営改善ルールの遵守
6． 組織統合ルールの遵守
7． 会計監査人監査等への適切な対応
8． 信用事業運営体制の再編成を行う場合の指導の遵守
9． 指定支援法人への財源拠出

「ＪＡバンク会員」の責務

1． 農林中金の役割
　ＪＡバンクシステムの適切な運営を行うため、「ＪＡバンク中央本部」を設置し、本方針に基づいて
ＪＡバンク会員へ必要な指導を行う。ＪＡが会計監査を受ける会計監査人との間で情報連携を図る。

2． ＪＡ・信連の役割
　本方針及び本方針に基づく農林中金の指導を遵守。また、信連は「ＪＡバンク県本部」を設置し、
本方針に基づいて管内ＪＡに指導を行うとともに、ＪＡバンクの総合的戦略に基づく県域戦略を
策定し、一体的な事業推進等に取り組む。

3． 中央会との連携
　上記役割を的確かつ効率的に果たすため、信連・農林中金は必要があるときは、中央会との連
携を図る。

「ＪＡバンク会員」の役割等

　ＪＡ、信連、農林中金は、本方針を遵守し、以下の事項について一体的に取組むことにより、「ＪＡバン
クシステム」を確立する。

「ＪＡバンクシステム」の基本的方向

1．ＪＡ・信連・農林中金の総合力を結集し、全体として実質的に一つの金融機関として機
　能するような運営システムの確立
2．全国どこでも、良質で高度な金融サービスの提供
3．ＪＡバンク全体として、資金を安全かつ効率的に運用・活用し、経営体制・リスク管理能
　力・財務体力を超えた資金運用を防止
4．経営破綻を未然に防止するため、問題の早期発見により経営改善を行うとともに、経営
　改善が困難な場合には、速やかに組織統合を実施
5．指定支援法人に基金を設定し財源を予め確保するとともに、経営改善や組織統合に必
　要な支援を実施

「ＪＡバンク会員」が享受するメリット
1．｢ＪＡバンク会員名簿｣に登録のうえ、組合員・利用者等に周知
2．全国統一されたシステムの利用と、これを活用した機能・商品の取扱い
3．農林中金がサービスマーク登録を行っている｢ＪＡバンク｣商標、およびこれを使用し
　 た通帳・カード等共通資材の活用
4. 指定支援法人の支援

以　上

ＪＡバンク・セーフティーネット

破綻未然
防止システム

破綻未然防止のための
ＪＡバンク独自の制度

貯金保険制度

貯金者等保護のための
公的な制度

ＪＡバンク基本方針の概要 系統セーフティーネット（貯金者保護の取り組み）

ＪＡバンクシステムのご紹介

ＪＡバンク・セーフティーネットのご紹介
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